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国立大学法人和歌山大学公印規程 

制  定 昭和４３年１２月２７日 

最終改正 令和 ７年 ３月２８日 

 （趣旨） 

第１条 国立大学法人和歌山大学（以下「本学」という。）において使用する公印に関しては、

法令に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この規程において「部局の長」とは、本学組織規則に定める事務局、学部等、附属機

関の長をいう。 

２ この規程において「公印」とは、職務上作成された文書に使用する印章で、その印影を

押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。 

３ この規程において「機関印」とは、本学の名称又はその内部組織の名称を刻印した公印

をいう。 

４ この規程において「職印」とは、学長、理事及び部局の長又はその他の職員でその職務

権限が定められた者の職名を刻印した公印をいう。 

 （公印の作成等） 

第３条 部局の長は、公印の作成、改刻又は廃止をしようとするときは、あらかじめ承認申

請書（別記第１様式）を学長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 公印を作成し、又は改刻したときは、部局の長は、公印簿用紙（別記第２様式）に記載の

うえ、その公印の印影を添えて、学長に報告するものとする。 

 （公印の形式） 

第４条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側線を付し、その内側に、刻印すべき機関印

の名称又は職名を明りょうな字体をもつて浮き彫りにするものとする。この場合において

は、「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。 

 （公印の種類及び寸法） 

第５条 機関印及び職印の種類並びにその種類ごとの寸法は、それぞれ別表第１及び別表第

２のとおりとする。 

 （公印の印材） 

第６条 公印の印材には、容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。 

 （公印の管守者） 

第７条 公印管守責任者及び公印管守者は、別表第１及び別表第２に掲げるとおりとする。 

（公印簿） 

第８条 総務課長は、別記第２様式による公印簿を備え、これに本学において使用する公印

を押印し、その印影を保存しなければならない。 

 （公印の使用等） 

第９条 公印の使用を必要とする場合は、部局の長が認める場合を除き、発送又は証明等を

しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管守責任者又は公印管守者に公印の

使用を請求するものとする。 

２ 公印管守責任者又は公印管守者は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、

発送又は証明等をしようとする文書と決裁済みの原議書を照合したうえで、自ら押印し、

又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を
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請求した者に押印させるときは、公印管守責任者又は公印管守者は、その押印に立ち会わ

なければならない。 

第１０条 学長、理事、部局の長又はその他の職員でその職務権限が定められた者に事故等

があるため、他の者が事務代理又は事務取扱等を命じられ、その職務を代行する場合は、

その職務を代行される者の職印を使用するものとする。 

第１１条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が支

障ないと認めたときは、機関印にあっては当該機関印に係る学長又は部局の長、職印にあ

っては当該学長、理事、部局の長又はその他の職員の承認を得て、印刷による公印影をも

ってその公印の押印に代えることができる。 

 （公印の事故） 

第１２条 部局の長は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届を学

長に届けなければならない。 

   附 則 

１ この規程は、昭和４３年１２月２７日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に使用されている公印は、第３条の規定にかかわらず報告するも

のとする。 

３ この規程の施行の際現に使用されている公印で、この規程に定める形式、寸法又は印材

と異なるものは、これを改刻するまでの間は、そのまま使用することができる。 

   附 則（昭和４６年３月１３日一部改正） 

 この改正規程は、昭和４６年３月１３日より施行し、昭和４５年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和４６年４月２８日一部改正） 

 この改正規程は、昭和４６年４月２８日から施行し、昭和４６年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和４６年１１月９日一部改正） 

 この改正規程は、昭和４６年１１月９日から施行し、昭和４６年６月１日から適用する。 

   附 則（昭和４７年３月２８日一部改正） 

 この改正規程は、昭和４７年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５０年９月１２日一部改正） 

 この改正規程は、昭和５０年９月１２日から施行し、昭和５０年２月１日から適用する。 

   附 則（昭和５１年７月９日一部改正） 

 この改正規程は、昭和５１年７月９日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５４年１月１９日一部改正） 

 この改正規程は、昭和５４年１月１９日から施行する。 

   附 則（昭和５５年１０月６日一部改正） 

 この改正規程は、昭和５５年１０月６日から施行する。 

   附 則（昭和６２年９月２５日一部改正） 

 この改正規程は、昭和６２年９月２５日から施行し、昭和６２年９月１日から適用する。 

   附 則（平成元年３月３日一部改正） 

 この改正規程は、平成元年３月３日から施行する。 

   附 則（平成元年７月７日一部改正） 

１ この改正規程は、平成元年７月７日から施行し、平成元年５月２９日から適用する。た

だし、別表第２中和歌山大学情報処理センター長の印に関する規定は、平成元年８月１日
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から施行する。 

２ この改正規程の施行の際現に使用されている公印で、この改正規程に定める形式、寸法

又は印材と異なるものは、これを改刻するまでの間は、そのまま使用することができる。 

   附 則（平成３年６月２１日一部改正） 

 この改正規程は、平成３年６月２１日から施行し、平成３年４月１２日から適用する。 

   附 則（平成５年４月９日一部改正） 

 この改正規程は、平成５年４月９日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 

   附 則（平成５年８月１９日一部改正） 

 この改正規程は、平成５年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成５年９月２８日一部改正） 

 この改正規程は、平成５年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成６年５月２３日一部改正） 

 この改正規程は、平成６年５月２３日から施行し、平成６年４月１日から適用する。 

   附 則（平成６年６月２４日一部改正） 

 この改正規程は、平成６年６月２４日から施行する。 

   附 則（平成７年３月２７日一部改正） 

 この改正規程は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成７年７月２１日一部改正） 

 この改正規程は、平成７年８月１日から施行する。 

   附 則（平成７年９月２２日一部改正） 

 この改正規程は、平成７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成８年１０月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成８年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成９年４月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１０年４月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成１０年４月９日から施行する。 

   附 則（平成１１年４月１日一部改正） 

 この改正規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１２年４月１７日一部改正） 

 この改正規程は、平成１２年４月１７日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１３年３月３０日一部改正） 

 この改正規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年５月２１日一部改正：法人和歌山大学規程第３１１号） 

 この改正規程は、平成１６年５月２１日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１７年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第４０３号） 

 この改正規程は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、改正後の第２条第１項の「事

務局長」に関する規定は、平成１７年２月１６日から適用する。 

   附 則（平成１８年５月１０日一部改正：法人和歌山大学規程第５０４号） 

 この改正規程は、平成１８年５月１０日から施行し、平成１８年４月２８日から適用する。 

   附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第５７０号） 
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 この改正規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年１１月１日一部改正：法人和歌山大学規程第６７６号） 

 この改正規程は、平成１９年１１月１日から施行し、平成１９年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７４９号） 

 この改正規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年９月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第９５７号） 

 この改正規程は、平成２１年９月２４日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２１年１２月２１日一部改正：法人和歌山大学規程第９７８号） 

 この改正規程は、平成２２年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０３４号） 

 この改正規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

  附 則（平成２２年１１月１６日一部改正：法人和歌山大学規程第１１６２号） 

 この改正規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２３年３月１８日一部改正：法人和歌山大学規程第１１７６号） 

 この改正規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第１２６６号） 
 この改正規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２４年９月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１３４７号） 

 この改正規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第１４１１号） 

 この改正規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１４７０号） 

 この改正規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第１５５９号） 

 この改正規程は、平成２６年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１６６０号） 

この改正規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１７８７号） 

この改正規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年８月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１８４４号） 
この改正規則は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第１９１９号） 
この改正規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第２０１４号） 
この改正規程は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年７月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２０８４号） 
この改正規程は、平成３０年７月２７日から施行する。 
  附 則（平成３１年３月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第２１４７号） 
この改正規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２２４２号） 
この改正規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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附 則（令和４年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第２４４４号） 
この改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５３９号） 
この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第２６５８号） 
この改正規程は、令和５年７月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第２８４１号） 
この改正規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

機 関 印 

機関印の種類 機関印の寸法 公印管守責任

 

公印管守者 備考 

国立大学法人

和歌山大学の

印 

３０ミリメー

トル平方 

総務課長 総務課 

総務係長 

 

和歌山大学の

印 

３０ 〃 〃  

和歌山大学の

印 

６０ 〃 〃 卒業証書用 

和歌山大学教

育学部の印 

２８ 学務課長 学務課 

学部支援室教

育学部分室 

主査 

 

和歌山大学経

済学部の印 

２８ 〃 学務課 

学部支援室経

済学部分室 

主査 

 

和歌山大学シ

ステム工学部

の印 

２８ 〃 学務課 

学部支援室シ

ステム工学部

分室主査 

 

和歌山大学観

光学部の印 

２８ 〃 学務課 

学部支援室観

光学部分室 

主査 

 

和歌山大学社

会インフォマ

ティクス学環

の印 

２８ 〃 学務課  

和歌山大学教

育学部附属小

学校の印 

２５ 附属小学校教

頭 

総務課附属小

学校・中学校係

長 

 

和歌山大学教

育学部附属小

学校の印 

６０ 〃 〃 卒業証書用 

和歌山大学教

育学部附属中

学校の印 

２５ 附属中学校教

頭 

〃  
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和歌山大学教

育学部附属中

学校の印 

６０ 〃 〃 卒業証書用 

和歌山大学教

育学部附属特

別支援学校の

印 

２５ 附属特別支援

学校教頭 

総務課 

附属特別支援

学校係長 

 

和歌山大学教

育学部附属特

別支援学校の

印 

６０ 〃 〃 卒業証書用 

和歌山大学大

学院教育学研

究科の印 

２８ 学務課長 学務課 

学部支援室教

育学部分室 

主査 

 

和歌山大学大

学院経済学研

究科の印 

２８ 〃 学務課 

学部支援室経

済学部分室 

主査 

 

和歌山大学大

学院システム

工学研究科の

印 

２８ 〃 学務課学部支

援室システム

工学部分室主

査 

 

和歌山大学大

学院観光学研

究科の印 

２８ 〃 学務課 

学部支援室観

光学部分室 

主査 
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別表第２ 

職 印 

職印の種類 職印の寸法 公印管守責任

者 

公印管守者 備考 

国立大学法人和歌

山大学の学長印 

３０ミリメー

トル平方 

総務課長 総務課 

総務係長 

 

国立大学法人和歌

山大学の学長印 

２１ 財務課長 財務課 

財務分析係長 

金融機関用 

和歌山大学長の印 ３０ 総務課長 総務課 

総務係長 

 

和歌山大学長の印 １５ 〃 〃 諸証明用 

和歌山大学長の印 １５ 学務課長 学務課 

教育総務係長 

学生証明用 

国立大学法人和歌

山大学理事の印 

２７ 総務課長 総務課 

総務係長 

 

和歌山大学副学長

の印 

２７ 〃 〃  

和歌山大学事務局

長の印 

２４ 〃 〃  

和歌山大学教育学

部長の印 

３０ 学務課長 学務課 

学部支援室教

育学部分室 

主査 

 

和歌山大学教育学

部長の印 

２０ 〃 学務課 

学部支援室教

育学部分室教

育学部係長 

学部係所掌事項の

証明用 

和歌山大学経済学

部長の印 

３０ 〃 学務課 

学部支援室経

済学部分室 

主査 

 

和歌山大学経済学

部長の印 

２０ 〃 学務課 

学部支援室経

済学部分室経

済学部係長 

学部係所掌事項の

証明用 

和歌山大学システ

ム工学部長の印 

３０ 学務課長 学務課 

学部支援室シ

ステム工学部

分室主査 
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和歌山大学システ

ム工学部長の印 

２０ 〃 学務課 

学部支援室シ

ステム工学部

分室システム

工学係長 

 

学部係所掌事項の

証明用 

和歌山大学観光学

部長の印 

３０ 〃 学務課 

学部支援室観

光学部分室 

主査 

 

和歌山大学観光学

部長の印 

２０ 〃 学務課 

学部支援室観

光学部分室観

光学部係長 

学部係所掌事項の

証明用 

和歌山大学社会イ

ンフォマティクス

学環長の印 

３０ 〃 学務課  

和歌山大学社会イ

ンフォマティクス

学環長の印 

２０ 〃 学務課 学部係所掌事項の

証明用 

和歌山大学教育機

構長の印 

２３ 学務課長 学務課 

教育総務係長 

 

和歌山大学 Well-

being 機構長の印 

２３ 学生支援課長 学生支援課 

学生支援係長 

 

和歌山大学学術情

報センター長の印 

２３ 学術情報課長 学術情報課 

総務係長 

 

和歌山大学学術情

報センター図書館

長の印 

２３ 〃 学術情報課 

総務係長 

 

和歌山大学学術情

報センター図書館

長の印 

１５ 〃 学術情報課 

情報サービス

係長 

閲覧証用 

和歌山大学ﾃﾞｰﾀ･ｲ

ﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽｾﾝﾀｰ長の

印 

２３ 〃 学術情報課 

総務係長 

 

和歌山大学キャン

パスライフ・健康

支援センター長の

印 

２３ 学生支援課長 学生支援課 

学生支援係長 

 



公印規程 

１０５ 

和歌山大学紀伊半

島価値共創基幹長

の印 

２３ 研究・社会連携

課社会連携室

長 

研究・社会連

携課社会連携

室 

地域連携係長 

 

和歌山大学食農総

合研究教育センタ

ー長の印 

２３ 研究・社会連携

課社会連携室

長 

研究・社会連

携課社会連携

室 

地域連携係長 

 

和歌山大学災害科

学・レジリエンス

共創センター長の

印 

２３ 研究・社会連携

課社会連携室

長 

研究・社会連

携課社会連携

室 

地域連携係長 

 

和歌山大学紀州経

済史文化史研究所

長の印 

２３ 研究・社会連携

課社会連携室

長 

研究・社会連

携課社会連携

室 

地域連携係長 

 

和歌山大学国際イ

ニシアティブ基幹

長の印 

２３ 国際交流課長 国際交流課 

留学生支援係

長 

 

和歌山大学国際観

光学研究センター

長の印 

２３ 国際交流課長 国際交流課 

留学生支援係

長 

 

和歌山大学日本学

教育研究センター

長の印 

２３ 国際交流課長 国際交流課 

留学生支援係

長 

 

和歌山大学イノベ

ーションイニシア

ティブ基幹長の印 

２３ 研究・社会連携

課長 

研究・社会連

携課 

研究推進係長 

 

和歌山大学産学連

携イノベーション

センター長の印 

２３ 研究・社会連携

課長 

研究・社会連

携課 

研究推進係長 

 

和歌山大学アント

レプレナーシップ

デザインセンター

長の印 

２３ 研究・社会連携

課長 

研究・社会連

携課 

起業支援係長 

 

和歌山大学教育学

部附属小学校長の

印 

２３ 附属小学校教

頭 

総務課 

附属小学校・

中学校係長 

 



公印規程 

１０５ 

和歌山大学教育学

部附属小学校長の

印 

１５ 〃 〃 児童証明用 

和歌山大学教育学

部附属中学校長の

印 

２３ 附属中学校教

頭 

〃  

和歌山大学教育学

部附属中学校長の

印 

１５ 〃 〃 生徒証明用 

和歌山大学教育学

部附属特別支援学

校長の印 

２３ 附属特別支援

学校教頭 

総務課 

附属特別支援

学校係長 

 

和歌山大学教育学

部附属特別支援学

校長の印 

１５ 〃 〃 児童生徒証明用 

和歌山大学課長の

印 

２０ 総務課長 総務課 

総務係長 

一般文書用 

和歌山大学課長の

印 

２０ 学生支援課長 学生支援課 

学生支援係長 

学生支援係所掌事

項の証明用 

和歌山大学監査室

長の印 

２０ 監査室長 監査室 
監査係長 

 

国立大学法人和歌

山大学契約担当役

の印 

２４ 財務課長 財務課 

財務分析係長 

 

国立大学法人和歌

山大学契約担当役

の印 

２４ 研究・社会連携

課長 

研究・社会連

携課研究協力

係長 

外部資金受入契約

用 

国立大学法人和歌

山大学予算・決算

担当役の印 

２４ 財務課長 財務課 

財務分析係長 

 

国立大学法人和歌

山大学資金担当役

の印 

２４ 〃 〃  

国立大学法人和歌

山大学財産管理担

当役の印 

２４ 施設整備課長 施設整備課 

施設企画係長 

 

和歌山大学大学院

教育学研究科長の

印 

３０ 学務課長 学務課 

学部支援室教

育学部分室 

主査 

 



公印規程 

１０５ 

和歌山大学大学院

教育学研究科長の

印 

２０ 〃 学務課 

学部支援室教

育学部分室教

育学部係長 

学部係所掌事項の

証明用 

和歌山大学大学院

経済学研究科長の

印 

３０ 〃 学務課 

学部支援室経

済学部分室 

主査 

 

和歌山大学大学院

経済学研究科長の

印 

２０ 〃 学務課 

学部支援室経

済学部分室経

済学部係長 

学部係所掌事項の

証明用 

和歌山大学大学院

システム工学研究

科長の印 

３０ 〃 学務課 

学部支援室シ

ステム工学部

分室主査 

 

和歌山大学大学院

システム工学研究

科長の印 

２０ 〃 学務課 

学部支援室シ

ステム工学部

分室システム

工学部係長 

学部係所掌事項の

証明用 

和歌山大学大学院

観光学研究科長の

印 

３０ 〃 学務課 

学部支援室観

光学部分室 

主査 

 

和歌山大学大学院

観光学研究科長の

印 

２０ 〃 学務課 

学部支援室観

光学部分室観

光学部係長 

学部係所掌事項の

証明用 

  



公印規程 

１０５ 

別記第１様式 

公 印 作 成 等 承 認 申 請 書 

  年  月  日  

 和歌山大学長    殿 

                          申請者 

                           職 

                           氏名           

 

 下記のとおり申請いたします。 

公 印 の 名 称  

印 材  

寸 法  

申 請 種 別 □ 作成     □ 改刻     □ 廃止 

実 施 年 月 日  

備 考 

 

別記第２様式 

（公 印 簿 様 式） 

（印 影） 

公 印 の 名 称  

印 材  

寸 法  

作成・改刻年月日  

使 用 開 始 年 月 日  

廃 止 年 月 日  

備 考 

注意 （１） 用紙は、Ａ４判とし、公印１個につき１枚とすること。 

   （２） 印影欄には、強じんな和紙に押印したものを貼付すること。 

 


